
第６章 公共施設の適正配置の方針 

公共施設については、施設の設置目的、地域の特性や地域間バランス、財

政状況を考慮し、適正な配置と既存の施設の有効活用を進めます。 

新市の庁舎は、現在の長岡市庁舎を本庁舎としますが、現在の町役場は支

所として、住宅サービスの低下をきたさないことを基本として、住民生活お

よび地域づくりに関係する機能の整備を図っていきます。 
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